


　2022年10月から、従業員が常時101人以上の事業所は、「特定適用事業所」とな
り、アルバイト等の短時間労働者の適用要件が通常の労働者の3／4未満の労働時
間・労働日数の場合でも、一定の要件を満たしていれば社会保険（健康保険・厚生年金
保険）の適用となりました。2024年10月から、従業員が常時51人以上の事業所も「特
定適用事業所」となります。適用に関しては支部へご相談ください。
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